
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

懲
戒
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
九
日

二

懲
戒
処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名

谷
口

隆
一

三

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

四

登
録
番
号

奈
良
県
知
事
登
録
第
二
〇
七
九
号

五

懲
戒
処
分
の
内
容

戒
告

六

懲
戒
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
一
号
）
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
二
級
建
築
士
試
験
に
合
格
し
て
お
り
、
同

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
建
築
士
事
務
所
に
所
属
し
た
二
級
建

築
士
で
あ
っ
て
、
同
期
間
に
建
築
士
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
二
級
建
築
士
定
期

講
習
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
令
附
則
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
同
日
ま
で
に
同
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
に

同
講
習
を
受
け
ず
、
株
式
会
社
タ
ニ
グ
チ
工
房
（
奈
良
県
知
事
登
録
第
二
〇
一
一
（
カ
）
一
五
九
号

）
に
属
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
築
士
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
ま
す
。
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